
2005年 輸出統計品目表改正 

新 旧 

単位 
 
 

統計品目番号 

 
単位 

 統計品目番号 
 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
 

品 名 
Ⅰ Ⅱ 

 

85.23 

 

 

8523.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

録音その他これに類する記録用の媒体（記録してない

ものに限るものとし、第37類の物品を除く。） 

－磁気テープ 

－－幅が４ミリメートル以下のもの 

－－－録音用のもの 

 

（削 除） 

 

（削 除） 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KG 

(I.C.) 

 

 

 

 

 

85.23 

 

 

8523.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 

 

190 

 

 

録音その他これに類する記録用の媒体（記録してない

ものに限るものとし、第37類の物品を除く。） 

－磁気テープ 

－－幅が４ミリメートル以下のもの 

－－－録音用のもの 

 

－－－－カセット状のもの 

 

－－－－その他のもの 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KG 

(I.C.) 

KG 

(I.C.) 

 

 

 



2005年 輸出統計品目表改正 

新 旧 

単位 
 
 

統計品目番号 

 
単位 

 統計品目番号 
 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
 

品 名 
Ⅰ Ⅱ 

 

85.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

8524.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000 

 

 

 

レコード、テープその他の記録用の媒体（録音その他

これに類する記録をしたもの（レコード製造用の原盤

及びマスターを含む。）に限るものとし、第37類の物

品を除く。） 

（省 略） 

 

－その他のもの 

（省 略） 

 

－－その他のもの 

（削 除） 

（削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

85.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

8524.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

900 

 

 

レコード、テープその他の記録用の媒体（録音その他

これに類する記録をしたもの（レコード製造用の原盤

及びマスターを含む。）に限るものとし、第37類の物

品を除く。） 

（省 略） 

 

－その他のもの 

（省 略） 

 

－－その他のもの 

－－－ディジタルオーディオディスク 

－－－その他のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

NO 

 

 



2005年 輸出統計品目表改正 

新 旧 

単位 
 
 

統計品目番号 

 
単位 

 統計品目番号 
 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
 

品 名 
Ⅰ Ⅱ 

 

85.25 

 

 

 

 

 

8525.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

無線電話用、無線電信用、ラジオ放送用又はテレビジ

ョン用の送信機器（受信機器、録音装置又は音声再生

装置を自蔵するかしないかを問わない。）、テレビジョ

ンカメラ、スチルビデオカメラその他のビデオカメラ

レコーダー及びディジタルカメラ 

（省 略） 

－送信機器（受信機器を自蔵するものに限る。） 

（削 除） 

（削 除） 

－－市民バンド用トランシーバー 

（削 除） 

（削 除） 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

85.25 

 

 

 

 

 

8525.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

200 

 

310 

320 

 

 

 

 

無線電話用、無線電信用、ラジオ放送用又はテレビジ

ョン用の送信機器（受信機器、録音装置又は音声再生

装置を自蔵するかしないかを問わない。）、テレビジョ

ンカメラ、スチルビデオカメラその他のビデオカメラ

レコーダー及びディジタルカメラ 

（省 略） 

－送信機器（受信機器を自蔵するものに限る。） 

－－ラジオ放送用のもの 

－－テレビジョン用のもの 

－－市民バンド用トランシーバー 

－－－最終段入力が100ミリワット以下のもの 

－－－最終段入力が100ミリワットを超えるもの 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KG 

KG 

 

NO 

NO 

 

 

 

 



2005年 輸出統計品目表改正 

新 旧 

単位 
 
 

統計品目番号 

 
単位 

 統計品目番号 
 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
 

品 名 
Ⅰ Ⅱ 

 

85.27 

 

 

 

 

 

 

 

8527.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910 

 

 

 

990 

 

無線電話用、無線電信用又はラジオ放送用の受信機器

（同一のハウジングにおいて録音装置、音声再生装置

又は時計と結合してあるかないかを問わない。） 

－ラジオ放送用受信機（無線電話又は無線電信も受信

することができるものを含むものとし、外部電源に

よらずに作動するものに限る。） 

（省 略） 

 

－－その他の機器（録音装置又は音声再生装置と結合

してあるものに限る。） 

（削 除） 

（削 除） 

－－－ディジタルオーディオディスクプレーヤーを

自蔵するもの（ウォーキングステレオを除く。） 

 

（削 除） 

－－－その他のもの 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

NO 

 

85.27 

 

 

 

 

 

 

 

8527.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

910 

 

 

920 

990 

 

無線電話用、無線電信用又はラジオ放送用の受信機器

（同一のハウジングにおいて録音装置、音声再生装置

又は時計と結合してあるかないかを問わない。） 

－ラジオ放送用受信機（無線電話又は無線電信も受信

することができるものを含むものとし、外部電源に

よらずに作動するものに限る。） 

（省 略） 

 

－－その他の機器（録音装置又は音声再生装置と結合

してあるものに限る。） 

－－－シャシ及びキット 

－－－その他のもの 

－－－－ディジタルオーディオディスクプレーヤー

を内蔵するもの（ウォーキングステレオを除

く。） 

－－－－ウォーキングステレオ 

－－－－その他のもの 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

NO 

NO 

NO 

 

 



2005年 輸出統計品目表改正 

 

 

 

8527.31 

 

 

 

 

 

 

 

8527.39 

 

 

 

 

 

 

 

910 

 

990 

 

 

 

 

 

910 

 

 

 

990 

 

－その他のラジオ放送用受信機（無線電話又は無線電

信も受信することができるものを含む。） 

－－録音装置又は音声再生装置と結合してあるもの 

（削 除） 

（削 除） 

－－－ディジタルオーディオディスクプレーヤーを

自蔵するもの 

－－－その他のもの 

（省 略） 

 

－－その他のもの 

（削 除） 

（削 除） 

－－－ハイファイ用のもの（可聴周波増幅器を自蔵す

るものに限る。） 

（削 除） 

 

－－－その他のもの 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

NO 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

8527.31 

 

 

 

 

 

 

 

8527.39 

 

 

 

 

100 

 

910 

 

990 

 

 

 

100 

 

910 

 

920 

 

990 

 

－その他のラジオ放送用受信機（無線電話又は無線電

信も受信することができるものを含む。） 

－－録音装置又は音声再生装置と結合してあるもの 

－－－シャシ及びキット 

－－－その他のもの 

－－－－ディジタルオーディオディスクプレーヤー

を自蔵するもの 

－－－－その他のもの 

（省 略） 

 

－－その他のもの 

－－－シャシ及びキット 

－－－その他のもの 

－－－－ハイファイ用のもの（可聴周波増幅器を自蔵

するものに限る。） 

－－－－ハイファイ用のもの（可聴周波増幅器を自蔵

するものを除く。） 

－－－－その他のもの 

（省 略） 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

NO 

NO 

 

 

 

NO 

 

 

NO 

 

NO 

NO 

 



2005年 輸出統計品目表改正 

新 旧 

単位 
 
 

統計品目番号 

 
単位 

 統計品目番号 
 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
 

品 名 
Ⅰ Ⅱ 

 

85.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

8528.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000 

 

 

 

テレビジョン受像機器（ラジオ放送用受信機又は音声

若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自

蔵するかしないかを問わない。）並びにビデオモニタ

ー及びビデオプロジェクター 

－テレビジョン受像機器（ラジオ放送用受信機又は音

声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置

を自蔵するかしないかを問わない。） 

（省 略） 

 

－－白黒その他のモノクロームのもの 

（削 除） 

（削 除） 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

85.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

8528.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

900 

テレビジョン受像機器（ラジオ放送用受信機又は音声

若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自

蔵するかしないかを問わない。）並びにビデオモニタ

ー及びビデオプロジェクター 

－テレビジョン受像機器（ラジオ放送用受信機又は音

声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置

を自蔵するかしないかを問わない。） 

（省 略） 

 

－－白黒その他のモノクロームのもの 

－－－放送用のもの 

－－－その他のもの 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

NO 

 

 

 



2005年 輸出統計品目表改正 

新 旧 

単位 
 
 

統計品目番号 

 
単位 

 統計品目番号 
 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
 

品 名 
Ⅰ Ⅱ 

 

85.39 

 

 

8539.10 

 

 

 

000 

 

 

 

フィラメント電球及び放電管（シールドビームラン

プ、紫外線ランプ及び赤外線ランプを含む。）並びに

アーク灯 

－シールドビームランプ 

（削 除） 

（削 除） 

（省 略） 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

KG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.39 

 

 

8539.10 

 

 

 

 

100 

900 

フィラメント電球及び放電管（シールドビームラン

プ、紫外線ランプ及び赤外線ランプを含む。）並びに

アーク灯 

－シールドビームランプ 

－－自動車用のもの 

－－その他のもの 

（省 略） 

 

 

 

 

 

NO 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

KG 

KG 

 

 

 

 

 

 
 


